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第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 暴 力 団 に よ る 不 当 な 行 為 そ の 他 暴 力 団 を 利 す る 行

為 を 防 止 し 、 及 び こ れ ら に よ り 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 （ 以 下 「 企 業 団 」

と い う 。 ） の 事 務 若 し く は 事 業 又 は 事 業 者 の 事 業 活 動 に 生 ず る 不 当 な

影 響 を 排 除 す る こ と そ の 他 の 暴 力 団 の 排 除 に 関 し 、 基 本 理 念 を 定 め 、

企 業 団 及 び 事 業 者 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 暴 力 団 の 排 除 の た

め に 必 要 な 事 項 等 を 定 め る こ と に よ り 、 企 業 団 の 事 務 若 し く は 事 業 又

は 事 業 者 の 事 業 活 動 に お い て 暴 力 団 の 排 除 を 推 進 し 、 も っ て 社 会 経 済

活 動 の 健 全 な 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ) 

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 暴 力 団  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

３ 年 法 律 第 77号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴

力 団 を い う 。  

(2) 暴 力 団 員  法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。  

(3) 暴 力 団 密 接 関 係 者  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る も

の と し て 企 業 長 が 定 め る 者 を い う 。  

(4) 公 共 工 事 等  建 設 工 事（ 建 設 業 法（ 昭 和 24年 法 律 第 100号 ）第 ２ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 建 設 工 事 を い う 。 ） の 請 負 、 役 務 の 提 供 又 は 物 品

の 購 入 そ の 他 の 調 達 の う ち 企 業 団 が 発 注 す る も の 及 び 企 業 団 が 行 う

財 産 の 買 入 れ 、 売 払 い 、 貸 付 け 等 を い う 。  

(5) 事 業 者  第 ８ 条 に 規 定 す る 契 約 相 手 方 又 は 下 請 負 人 等 、 及 び こ れ

ら に な ろ う と す る 者 を い う 。  

（ 基 本 理 念 ）  

第 ３ 条  企 業 団 は 、 暴 力 団 が 企 業 団 に お け る 事 業 活 動 に 不 当 な 影 響 を 与

え る 存 在 で あ る こ と に 鑑 み 、 暴 力 団 を 恐 れ な い こ と 、 暴 力 団 に 対 し て

資 金 を 提 供 し な い こ と 及 び 暴 力 団 を 利 用 し な い こ と を 基 本 と し て 、 大

阪 府（ 以 下「 府 」と い う 。）、府 域 の 市 町 村（ 以 下「 市 町 村 」と い う 。）、

住 民 及 び 事 業 者 が 相 互 に 連 携 を 図 り な が ら 協 力 し 、 社 会 全 体 と し て 暴



力 団 の 排 除 を 推 進 し て い る こ と を 踏 ま え 、 暴 力 団 の 排 除 を 推 進 す る も

の と す る 。  

（ 企 業 団 の 責 務 ）  

第 ４ 条  企 業 団 は 、前 条 に 定 め る 基 本 理 念（ 以 下「 基 本 理 念 」と い う 。）

に の っ と り 、国 、府 、市 町 村 、法 第 32条 の 3第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 安 委

員 会 か ら 都 道 府 県 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー と し て 指 定 を 受 け た も の

そ の 他 の 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 を 目 的 と す る 団 体 、 住 民 及

び 事 業 者 と 連 携 を 図 り な が ら 、 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る

責 務 を 有 す る 。  

（ 事 業 者 の 責 務 ）  

第 ５ 条  事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 そ の 事 業 に 関 し 、 暴 力 団 と の

一 切 の 関 係 を 持 た な い よ う 努 め る と と も に 、 企 業 団 が 実 施 す る 暴 力 団

の 排 除 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る も の と す る 。  

２  事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 暴 力 団 の 排 除 に 資 す る と 認 め ら れ

る 情 報 を 企 業 団 に 対 し 積 極 的 に 提 供 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 広 報 及 び 啓 発 活 動 ）  

第 ６ 条  企 業 団 は 、 事 業 者 に 対 し 、 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 広 報 及 び 啓 発

活 動 を 積 極 的 に 行 う も の と す る 。  

（ 府 及 び 市 町 村 へ の 協 力 ）  

第 ７ 条  企 業 団 は 、 府 及 び 市 町 村 が 暴 力 団 の 排 除 の た め の 施 策 を 講 じ ら

れ る よ う 、 情 報 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。  

第 ２ 章  公 共 工 事 等 か ら の 暴 力 団 の 排 除 等  

（ 公 共 工 事 等 か ら の 暴 力 団 の 排 除 ）  

第 ８ 条  企 業 団 は 、 暴 力 団 員 及 び 暴 力 団 密 接 関 係 者 が 公 共 工 事 等 の 契 約

の 相 手 方（ 以 下「 契 約 相 手 方 」と い う 。）及 び 次 の 各 号 に 掲 げ る 者（ 以

下 「 下 請 負 人 等 」 と い う 。 ） と な る こ と を 許 し て は な ら な い も の と す

る 。  

(1) 下 請 負 人 （ 公 共 工 事 等 に 係 る 全 て の 請 負 人 又 は 受 託 者 （ 契 約 相 手

方 を 除 く 。 ） を い い 、 第 二 次 以 下 の 下 請 契 約 又 は 再 委 託 契 約 の 当 事

者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ）  

(2) 契 約 相 手 方 又 は 下 請 負 人 と 公 共 工 事 等 に 係 る 資 材 又 は 原 材 料 の 購

入 契 約 そ の 他 の 契 約 を 締 結 す る 者（ 下 請 負 人 に 該 当 す る 者 を 除 く 。） 

（ 公 共 工 事 等 か ら の 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 措 置 ）  

第 ９ 条  企 業 長 は 、 前 条 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 措 置 を 講 ず

る も の と す る 。  

(1) 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 に 対 し 、

公 共 工 事 等 に 係 る 入 札 に 参 加 す る た め に 必 要 な 資 格 を 与 え な い こ と 。 

(2) 公 共 工 事 等 に 係 る 入 札 の 参 加 資 格 を 有 す る 者 （ 以 下 「 入 札 参 加 資

格 者 」 と い う 。 ） が 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 に 該 当 す る と 認

め ら れ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 入 札 参 加 資 格 者 を 公 共 工 事 等 に 係 る



入 札 に 参 加 さ せ な い こ と 。  

(3) 入 札 参 加 資 格 者 が 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 に 該 当 す る と 認

め ら れ た 場 合 に あ っ て は 、 必 要 に 応 じ 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と 。  

(4) 公 共 工 事 等 に 係 る 入 札 の 参 加 の 資 格 の 登 録 を 正 当 な 理 由 が な く 取

り 下 げ 、 か つ 、 当 該 登 録 を 取 り 下 げ た 日 か ら 一 年 を 経 過 し な い 者 で

あ っ て 、 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 に 該 当 す る と 認 め ら れ る も

の に 対 す る 前 号 に 掲 げ る 措 置 に 準 ず る 措 置  

(5) 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 を 随 意

契 約 の 相 手 方 と し な い こ と 。  

(6) 公 共 工 事 等 に つ い て 契 約 相 手 方 及 び 下 請 負 人 等 が 暴 力 団 員 又 は 暴

力 団 密 接 関 係 者 に 該 当 す る と 認 め ら れ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 公 共

工 事 等 に 係 る 契 約 を 解 除 す る こ と 。  

(7) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 公 共 工 事 等 か ら の 暴 力 団 の 排 除 を 図

る た め に 必 要 な 措 置  

２  企 業 長 は 、 前 項 各 号 （ 第 ３ 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 措 置 を 講 ず る た め

に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 契 約 相 手 方 及 び 下 請 負 人 等 に 対 し 、 こ

れ ら の 者 が 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 で な い 旨 の 誓 約 書 の 提 出 及

び 必 要 な 事 項 の 報 告 等 を 求 め る こ と が で き る 。  

３  企 業 長 は 、 前 項 の 誓 約 書 を 提 出 し た 者 が 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関

係 者 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。  

（ 公 共 工 事 等 に 関 す る 不 当 介 入 に 係 る 報 告 等 ）  

第 10条  企 業 団 は 、 公 共 工 事 等 に お い て 、 暴 力 団 を 利 す る こ と と な る よ

う な 社 会 通 念 上 不 当 な 要 求 又 は 契 約 の 適 正 な 履 行 を 妨 げ る 行 為 （ 以 下

「 不 当 介 入 」 と い う 。 ） の 排 除 に 努 め る も の と す る 。  

２  契 約 相 手 方 及 び 下 請 負 人 等 は 、 公 共 工 事 等 に 係 る 契 約 の 履 行 に 当 た

っ て 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 に よ る 不 当 介 入 を 受 け た と き は 、

速 や か に 企 業 団 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ３ 章  雑 則  

（ 勧 告 等 ）  

第 11条  企 業 長 は 、 正 当 な 理 由 な く 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を し な

か っ た 者 に 対 し 、 必 要 な 指 導 又 は 勧 告 を す る こ と が で き る 。  

（ 事 実 の 公 表 ）  

第 12条  企 業 長 は 、 前 条 の 勧 告 を 受 け た 者 が 故 意 に 不 当 介 入 を 容 認 し 、

か つ 、 当 該 勧 告 に 従 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き

る 。  

２  企 業 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 公 表 を し よ う と す る と き は 、 当 該 公 表

に 係 る 者 に 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 通 知 し 、 そ の 者 又 は そ の 代 理 人 の

出 席 を 求 め 、 釈 明 及 び 資 料 の 提 出 の 機 会 を 与 え る た め 、 意 見 の 聴 取 を

行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 個 人 情 報 の 収 集 及 び 提 供 ）  



第 13条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道

企 業 団 条 例 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 実 施 機 関 は 、 こ の 条 例 に

基 づ き 暴 力 団 の 排 除 を 図 る た め 、 実 施 機 関 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 必

要 な 個 人 情 報 （ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 保 護 条 例 第 ２ 条 第 １ 号 に

規 定 す る 個 人 情 報 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 収 集 す る も の と す る 。  

２  実 施 機 関 は 、 こ の 条 例 に 基 づ き 暴 力 団 の 排 除 を 図 る た め に 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、 実 施 機 関 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ

り 収 集 し た 個 人 情 報 を 大 阪 府 警 察 本 部 長 に 提 供 す る も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 14条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 企 業 長 が 定 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 23年 11月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 24年 条 例 第 ６ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 24年 11月 26日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 25年 条 例 第 ３ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 25年 11月 21日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 


